


それぞれがチェックした日を日付欄に記入すること。
関与先名 事業年度

自　　　　年　　　月　　　日 氏　名 氏　名

至　　　　年　　　月　　　日　チェック日　　年　　月   　日　チェック日　　年　　月   　日

担当者欄 確認者欄

１

法人税申告チェックリスト

項目 チェックの内容No. 担当者
チェック欄

確認者
チェック欄

前期の申告書・決算諸表を確認し、前期までに発生した税務調整項目につき、当期の
申告で税務調整の必要があるかないかを会計処理との関係を考慮してチェックをしたか
貯蔵品・預け在庫等の棚卸資産の計上漏れがないか。棚卸資産の期末評価は所定の評
価方法で行われているか。仕掛品の計上は、製造原価との整合性がとれているか
出荷基準、着荷基準、検収基準などの売上計上基準と整合しているか
決算月の締め後の売上計上分について、請求書、納品書、商品有高帳、棚卸表などと
整合した売掛債権を計上しているか
市場有価証券等の評価損について、事業年度終了時の時価が帳簿価額のおおむね50％
相当額を下回り、近い将来その価額の回復が見込まれないといえるか 
市場有価証券等以外の有価証券の評価損について、発行法人の資産状態が著しく悪
化したといえる次の事実が生じているか
１株当たりの純資産価額が取得時の１株当たりの純資産価額に比しておおむね50％
以上下回っている
外貨建取引に係る発生時換算、期末時換算について「換算方法の選定に関する届出」
等に基づいて換算しているか
先物外国為替契約等による為替予約差額の配分について、取引後予約、取引前予約
の区分に基づき法人税法所定の配分方法によっているか
新規取得資産について、資産の種類、構造、用途及び細目を適切に区分して、耐用
年数を適用しているか
所有する固定資産に対して支出した修繕費等について、資本的支出に計上すべき支
出について修繕費として処理していないか
取得価額30万未満の中小企業者等の特例を含めた少額減価償却資産の取扱いが正
しく行われているか。一時に損金算入される少額減価償却資産から貸付け（主要な
事業として行われるものを除く）の用に供したものを除外しているか
期中に設備等を取得した場合に、特別償却又は特別税額控除が適用できるものかど
うかを確認したか。特に計画確認・計画認定等が必要なものか、取得価額基準を満
たしているか、貸付用でないかなどを確認したか
所有権移転外リースについては特別償却の適用がないこと、特別税額控除は特定中
小企業者に限定されることや特定中小企業者だと税額控除率が増加することなどを
確認したか
中小企業投資促進税制（措法42の6）や中小企業等経営強化税制（措法42の12の４）
を適用する場合、即時償却の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング
業（主要な事業として行われるものを除く）の用に供するものを除外したか（令和
５年度改正）
会社の利益状況、資金状況などを考慮して、特別償却と特別税額控除の効果を的確
に比較して選択したか
所有権移転外ファイナンス・リース取引について会計処理をしたものが、売買取引
又は金融取引に該当するなど、税法上の取扱いと違いがないか確認しているか
定期保険、養老保険等の支払保険料の保険積立金処理、長期前払費用計上・取崩の
処理が法基通９－３－４～９－３－６の２などに基づいて的確にされているか
当期に支出した費用でその効果が1年以上に及ぶものとして税法上の繰延資産とな
るものがないかどうかを確認したか。償却期間を正しく計算しているか
仕入関係の請求書、商品有高帳、材料棚卸表などと整合した買掛金を計上しているか
乙欄、丙欄適用者の給与所得について甲欄などを適用していないか  
販売費等に源泉徴収対象となるデザインや写真の報酬がないか  
非居住者、外国法人に支払う不動産の賃貸料、土地等の譲渡対価、人的役務の提供等
に係る源泉徴収漏れはないか
親会社・子会社などの関係会社からの借入金については、適正な利率を計上しているか 
法法52条で貸倒引当金の計上が認められている法人か。個別評価の貸倒引当金は、
再生計画認可の決定など法人税法施行令96条で計上が認められた場合であるか。一
括評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入限度額の計算は法定のとおりに行っているか 
期中に役員給与の改定があった場合に、期中に支給した役員給与が定期同額給与に該
当するかどうかを検討しているか。また、改定の決議をした株主総会等の議事録の存
在を確認しているか  
事前確定届出給与を支給した場合に、届出どおりに支給されているかどうかの確認を
したか    
翌職務執行期間で一時金の支給をするかどうかをクライアントに確認している
か。また、一時金の支給を予定している場合に、事前確定届出給与に関する届
出書を提出期限までに提出できる準備が済んでいるか  
使用人兼務役員になれない専務取締役等、同族会社役員のうち特定株主等に該
当する者に対する給与を使用人分給与としていないか

前期の確認 

棚卸資産 

売掛債権

 

有価証券

外貨建資産、負債
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特別税額控除
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預り金

借入金

貸倒引当金 

役員給与
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年　　月　　日

　年　　月　　日

　年　　月　　日
消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請

災害等による消費税簡易課税制度選択（不適用）届出に係る特例承認申請書

消費税課税事業者選択（不適用）届出に係る特例承認申請

申請期限

特定非常災害

（措法86の５）

（消法９、37）

届出特例

原則として、指定日まで
届出期限

簡易課税制度の災害特例

（消法37の２）

申請期限
原則として、やむを得ない事情がやんだ日から２月以内

原則として、やむを得ない理由がやんだ日から２月以内

課税事業者選択届出
簡易課税制度選択届出

課税事業者選択不適用届出
簡易課税制度選択不適用届出

特定非常災害による消費税法第12の４第１項（第２項）不適用届出書
特定非常災害による消費税法第12条の２第２項（第12条の３第３項）不適用届出書

soumu2
テキストボックス
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項目 チェックの内容No. 担当者
チェック欄

確認者
チェック欄

会社が役員個人に係る私的費用の負担をしていることはないか。負担している
場合、経済的利益の供与として役員給与として認識をしているか  
分掌変更等による場合の役員退職金について、実質的に退職したと同様の事情
にあると認められるか  
役員に支給する退職給与について、不相当に高額な部分の金額はないか
旅費交通費、諸会費、支払手数料等の隣接費用の中で、税法上の交際費等に該
当するものがあるか否かを確認したか  
外部飲食費用等で１人あたり 10,000 円（令和６年３月 31日までの支出につい
ては 5,000 円）以下のものを税法上の交際費等から除外する際に飲食場所、参
加者、参加人数等を記載した資料を保存しているか。また、税抜経理方式を採
用している法人がインボイス発行事業者でない店舗で飲食等を行った場合、
10,000 円以下の判定の際、経過措置の消費税等を加算しているか 
50％の損金算入が認められる接待飲食費の額が正しく計算されているか（接待
飲食費の 50％損金算入を適用した場合に限る）。資本金が 100 億円超の法人は
この損金算入が認められない
グループ内法人間での取引価額は適正かどうか。子会社支援等について合理的
な内容で相当の理由があるものか  
税務上認められる貸倒れ処理の事実要件を具備しているか  
コンピュータのソフト関係の費用で減価償却資産（ソフトウエア）に該当する
ものはないか。その他、資産の取得に要した金額、前払費用及び繰延資産とさ
れるべき費用が含まれていないか  
賃上げ促進税制（令和６年度改正）、試験研究費に係る税額控除、圧縮記帳など
の租税特別措置法に規定されている特例制度が適用される事実があるかどうか
を確認したか  
軽減税率、特別償却・税額控除、貸倒引当金の法定繰入率の適用、欠損金の繰
越控除など中小企業者等に認められている特例を適用する場合に、その適用さ
れる中小企業者の範囲が制度によって違うがその確認をしているか  
100％完全支配関係にあるグループ会社の場合に、100％グループ内の他の会社
との間に寄附金の損金不算入（受贈益の益金不算入）、資産の譲渡損益の繰延べ
などのグループ法人単体課税制度の適用を受ける取引を行っているかどうかを
確認したか。子会社の場合に、中小企業向け特例措置の不適用となる 100％完
全子会社に該当するかどうかの確認をしているか  
グループ間の取引がなくても完全支配関係の系統図を申告時に提出することに
なるが用意しているか  
最近の各年度の主な税制改正項目について適用の有無を確認したか
（令和５年度改正）
・研究開発税制の見直し・中小企業投資促進税制、中小企業経営力強化税制の
見直し・暗号資産の評価方法の見直し・株式交付特例制度の見直し・ＤＸ税制
の見直し・オープンイノベーション税制の見直し等
（令和６年度改正）
・賃上げ促進税制の見直し（中堅企業向け賃上げ税制の創設）、・中小企業事業
再編投資損失準備金制度の拡充、戦略分野国内生産促進税制、イノベーション
ボックス税制の創設、暗号資産の評価方法の追加見直し、交際費等・少額飲食
費の金額の見直し等
中小企業者等の法人税率の軽減措置の適用対象法人であるか否かを資本金額だ
けでなく、大法人による支配関係の有無などを含めて検討しているか。中間申
告分の税額を正しく記載しているか  
「判定基準となる株主等の株式数等の明細」の記載が期末現在の株主名簿の内容
と一致しているか。株式数等と議決権数の記載が正しいか。自己株式について
記載し、割合算出上、分母から除外しているか
同一の株主グループに含めるべき法人株主を別の株主グループにしていないか 
特定同族会社の判定割合が50％超で資本金の額が１億円超の場合は別表三 (一 )
「特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書」を作成し添付の
用意をしているか  
加算・減算の調整項目に不適切な表現や漏れがないか。特に損金の額に算入さ
れない租税公課、罰課金などを加算調整しているか  
「期首現在利益積立金額」欄に記載されたものが、当期の申告調整に影響するも
の（当期で加算・留保又は減算・留保として別表四で調整すべきもの）である
かどうかの確認をしたか。また、逆に別表四で加算、減算した留保項目について、
別表五 ( 一 ) で対応して調整したか  
増減資、自己株式取得、組織再編成などによる資本金等の額に増減はないか。
増減があった場合は明細書にその異動内容を記載したか  
別表４留保欄合計＋別表５(１) 期首利益積立金額合計－中間分・確定分法人税
等・道府県民税・市町村民税合計額＝差引翌期首現在利益積立金額合計の検算
は行ったか  
租税公課等の納付状況等が正しく記載されているか。損金不算入項目が正確に
記載されているか  
「法人税及び地方法人税」、「道府県民税」、「市町村民税」につき損金経理により
納付した額について別表四で加算・留保しているか、また、損金不算入となる「加
算税及び加算金」などで損金経理により納付した額について別表四で加算・社
外流出しているか  
       

役員給与

交際費
( 交際費課税がされる場合のみ )

寄附金
貸倒損失

業務委託費等 

租税特別措置 

中小企業等の特例 

グループ法人税制

税制改正関係

別表一・同次葉

別表二 

別表三（一） 

別表四 

別表五（一） 
 
 

別表五（二） 
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項目 チェックの内容No. 担当者
チェック欄

確認者
チェック欄

「納税充当金の計算」欄の記載が正しくされており、期末納税充当金の額が貸借対照
表の金額と一致しているか  
所有期間の按分を要するものについて、その計算と記載が適正に行われているか（復
興特別所得税も含む）  
集団投資信託の収益の分配に係る源泉所得税の額から控除された分配時調整外国税
相当額については、本明細書ではなく、別表六（五の二）に記載しているか  
完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等は、改正により源泉徴収が不要と
なっているが、誤って源泉徴収を行い所得税額控除の適用を受けていないか  
試験研究費の特別控除（措法42の４）関係の別表である。明細書には多くの種類
があるので、会社の規模や試験研究費の性格に応じて該当する明細書を適宜に使用
しているか  
中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除（措法42の６）に関
する明細書である。中小企業向けの投資促進税制である。中古資産の取得ではなく、
貸付の用に供するものでもないか。また30％特別償却制度ではなく、７％特別控除
制度を選択する場合には、期末資本金額が3,000万円以下であるか。税額控除不足
額について１年間の繰越が認められる（別表六 (六 )等） 
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除）（措法
42の12の４）に関する明細書である。中古資産の取得でなく、貸付の用に供する
ものでもないか。また即時償却制度との選択が妥当な選択となっているか。税額控
除不足額について１年間の繰越が認められる（別表六 (六 )等）  
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除（措法42の12の５）に関す
る明細書である。大企業向け（同法①）、中堅企業向け（同法②）、中小企業向け（同
法③）のいずれについても、この明細書を利用する。いずれの場合も給与等支給額
の増加割合、教育訓練費増加割合による割増措置の適用があるか確認しているか。
令和６年度で全面的な見直しが行われている点は留意する必要がある。中小企業向
けの措置は、繰越控除に関する明細書の添付を要件として税額控除不足額について
５年間の繰越控除が可能となる  
中小企業者等に該当する場合を除き、損金算入限度額が欠損金控除前の所得金額の
50％相当額となっているか  
短期保有株式等に係るものとして益金不算入の対象から除外される配当はないか。
みなし配当はないか。投資信託の収益の分配金等を対象に含めてはいないか  
関連法人株式等については、負債利子控除の適用があるが、関連法人株式等に係る
配当等の額×４％（原則）又はその事業年度の負債利子等の額×10％相当額（例外）
の計算を正しく行っているか（令和４年度改正）  
繰入れが認められる法人の場合、取引の相手先（債務者）について個別評価金銭債
権に係る貸倒引当金の繰入れが認められる事実があるかどうかを確認しているか。
事実がある場合に当該明細書の記載が正しいか  
繰入れが認められる法人の場合、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れにつ
いて、実績繰入率などを正しく計算し当該明細書に正確に記載しているか。法定繰
入率を適用する場合に実質的に債権とみられないものの額を控除して計算している
か  
寄附金の損金算入限度額の計算における資本金基準が（資本金額＋資本準備金の額）
×1000分の2.5で計算しているか（令和４年度改正）  
指定寄附金、特定公益増進法人等に対する寄附金があった場合に、当該明細書にそ
の旨の記載をしているか。令和3年4月1日以後、特定公益増進法人に対する寄附
金から「出資に関する業務に充てられる」寄附金は除外されている  
交際費課税がされない中小法人等も本別表は提出する必要があるが、その用意はで
きているか。交際費等に係る控除対象外消費税等の額を支出交際費等の額に含めて
いるか  
旧定額法又は定額法により償却限度額等を計算する明細書である。資産区分、耐用
年数は正しいか。償却超過額、償却不足額の取扱いは正しくされているか  
旧定率法又は定率法により償却限度額等を計算する明細書である。資産区分、耐用
年数は正しいか。償却超過額、償却不足額の取扱いは正しくされているか  
青色申告書を提出する法人が中小企業者等の少額減価償却資産の特例（措法67の５） 
の適用を受ける場合の明細書である。対象資産から貸付の用に供した資産（主要な
事業として行われるものを除く）を除外しているか  
一括償却資産の損金算入措置（法令133の２）の適用を受ける場合の明細書である。
対象資産から貸付の用に供した資産（主要な事業として行われるものを除く）を除
外しているか  
資産に係る控除対象外消費税等の処理、繰延消費税額等に該当する場合、当期損金
算入限度額の計算は正しく行われているか。初年度の限度額については、実際の取
得日に関係なく、その事業年度の月数の２分の１相当額になる  
移転価格税制（措法66の４）の国外関連者に関する明細書である。外国子会社等
の国外関連者との取引がある場合には、本明細書を添付しているか  

別表五（二） 

 
別表六（一） 
 

別表六（九）
～六（十四） 

別表六（十五）

 

別表六（二十三）

別表六（二十四）
～同別表付表一、二

別表七（一）

別表八（一）

別表十一（一）

別表十一（一の二） 

別表十四（二） 

別表十五
 
別表十六（一） 

別表十六（二） 

別表十六（七） 

別表十六（八） 

別表十六（十） 

別表十七（四） 
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項目 チェックの内容No. 担当者
チェック欄

確認者
チェック欄

措置法の税額控除等の適用を受けるにあたって関係別表の添付などの当初申告要件
を満たしているか
措置法の特別償却又は割増償却の適用を受ける場合に、対象資産の特別償却限度額
等の計算に関する明細書である。本付表を該当の別表十六関係の明細書に添付して
提出する用意をしているか  
組織再編成（合併、分割、現物出資、現物分配等）が行われた場合に法人税の確定
申告書に添付することとされている明細書である（法規35①七）。適格判定に係る
主要な事項を慎重に確認して適格組織再編成かどうかの判定を的確に行っているか 
租税特別措置法の各制度を適用している場合に所定の事項、金額を記載した「適用
額明細書」を提出する用意はできているか  
税務署所管法人が提出する「法人事業概況説明書」は、「役員又は役員報酬額の異動
の有無」や「代表者に対する報酬等の金額」欄の記載に注意する必要があるが、そ
の記載に不備はないか。年末関係書類の電子化の状況についての記載が追加されて
いる  
大法人などが提出する「会社事業概況書」についても、その記載内容の確認をして
いるか  
申告書の提出前に、会社の役員等に対して当期の決算内容、申告内容の説明を行い、
承諾を得ているか  
消費税、地方税も含めた納付税額又は還付税額の説明を行い、承諾を得ているか。
特に翌期以降の消費税等の予定納税の金額、回数などについて確認をしているか 
申告書における代表者等の自署押印制度は廃止されているが、申告書提出前に、代
表者に申告内容について説明し承諾を得ているか  
税務代理権限証書に税務代理の依頼者として記名を得ているか。また、調査の事前
通知は税務代理人のみで良いかどうかの確認をし、その旨の✓を付したか  
役員の変更、役員の改選時期を確認し、それに伴う登記手続きの指導をしたか  
会社の今後の設備投資の予定、従業員採用計画、経営状況の変化など重要事項の確
認をしたか  
会社の役員、経理担当者に本年度の税制改正の内容、今後の税制改正の動きなどの
説明をしたか  
納付書納付からe-Ｔaxを利用したダイレクト納付への切り替えなどを進めているか。
その際にダイレクト納付については納税額の上限があることに留意する

当初申告要件

特別償却の付表 

組織再編成に係る
主要な事項の明細書

租税特別措置法の
「適用額明細書」 

法人事業概況説明書
又は会社事業概況書 

 
会社に対する説明

 
代表者の自署押印等

税務代理権限証書 

役員改選等の
重要事項の確認

納税について 

●チェック欄には、OKの場合は○、該当ない場合は△、NOの場合は×とコメントを記入すること。       
　また、一旦×となった場合は、○又は△と記入できるまでその理由・原因を調査すること。       
●本チェックリストは、一般的な必要最低限の項目のみを対象としており、当該会社の実情等を勘案し、適宜項目を追加した上で利用すること。       
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